
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

○

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

五
号)

（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

11



○

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
八

（
略
）

九

自
動
車

原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
で
あ
つ
て
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
車
両
及
び
身
体
障
害
者

用
の
車
椅
子
並
び
に
歩
行
補
助
車
、
小
児
用
の
車
そ
の
他
の
小
型
の
車
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
歩
行
補
助
車
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も

の
を
い
う
。

十
～
二
十
三

（
略
）

（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

第
七
十
一
条

車
両
等
の
運
転
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五
の
四

（
略
）

五
の
五

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
運
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
等
が

停
止
し
て
い
る
と
き
を
除
き
、
携
帯
電
話
用
装
置
、
自
動
車
電
話
用
装
置
そ
の
他
の
無
線
通
話
装
置
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
手
で
保
持
し
な
け
れ

ば
送
信
及
び
受
信
の
い
ず
れ
を
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
限
る
。
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
お
い
て
「
無
線
通
話
装
置
」
と
い
う
。

）
を
通
話
（
傷
病
者
の
救
護
又
は
公
共
の
安
全
の
維
持
の
た
め
当
該
自
動
車
等
の
走
行
中
に
緊
急
や
む
を
得
ず
に
行
う
も
の
を
除
く
。
同
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
た
め
に
使
用
し
、
又
は
当
該
自
動
車
等
に
取
り
付
け
ら
れ
若
し
く
は
持
ち
込
ま
れ
た
画
像
表
示
用
装
置
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十

一
条
第
十
六
号
若
し
く
は
第
十
七
号
又
は
第
四
十
四
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
装
置
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
百
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
表
示
さ
れ
た
画
像
を
注
視
し
な
い
こ
と
。

六

（
略
）

（
罰
則

第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
五
号
の
三
、
第
五
号
の
四
及
び
第
六
号
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
九
号

第
二
号
、

第
二
号
の
三
及
び
第
三
号
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
九
号
の
二

第
五
号
の
五
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
四
第
一
号
の
二
、
第
百
十
八

条
第
一
項
第
三
号
の
二
）



（
免
許
の
拒
否
等
）

第
九
十
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

公
安
委
員
会
は
、
免
許
を
与
え
た
後
に
お
い
て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
者
が
当
該
免
許
を
受
け
る
前
に
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期

間
を
定
め
て
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

公
安
委
員
会
は
、
免
許
を
与
え
た
後
に
お
い
て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
者
が
当
該
免
許
を
受
け
る
前
に
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

７
～

（
略
）

14
（
免
許
証
の
交
付
）

第
九
十
二
条

免
許
は
、
運
転
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
行
な
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
人
に
対
し
、
日
を
同
じ
く

し
て
第
一
種
免
許
又
は
第
二
種
免
許
の
う
ち
二
以
上
の
種
類
の
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
一
の
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
に
他
の
種
類
の
免
許
に
係

る
事
項
を
記
載
し
て
、
当
該
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
の
交
付
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
免
許
証
の
有
効
期
間
）

第
九
十
二
条
の
二

第
一
種
免
許
及
び
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
（
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
有
効
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
日
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
略
）

備
考一

こ
の
表
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

１

更
新
日
等

第
百
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
当
該
更
新
さ
れ
た
日
、
第
百
一
条
の
二
第
四
項
の
規



定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
適
性
検
査
を
受
け
た
日
、
海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で

定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
（
そ
の
免
許

が
そ
の
結
果
第
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内

に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限

り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
し
な
い
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た

免
許
証
及
び
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
（
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
に
限
り
、
同
日
前
の
直
近
に
お
い

て
し
た
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
提
出
又
は
第
百
一
条
の
五

の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交

付
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日
の
直
前
の
そ
の
者
の
誕
生
日
（
当
該
適
性

試
験
を
受
け
た
日
が
そ
の
者
の
誕
生
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
適
性
試
験
を
受
け
た
日
）
の
前
日
、
そ
の
他
の
免
許
証
に
あ
つ

て
は
当
該
免
許
証
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日

２

優
良
運
転
者

更
新
日
等
（
海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の

有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
（
そ
の
免
許
が
そ
の
結
果
第
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か

ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
し
な
い

者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
当
該
効
力
を
失
つ
た
免
許
に
係
る
免
許
証
の
有

効
期
間
の
末
日
、
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
（
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
に
限
り
、
同
日
前
の
直
近
に

お
い
て
し
た
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
提
出
又
は
第
百
一
条

の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
。
４
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
継
続
し
て
免
許
（
仮
免
許
を
除
く
。
４

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
期
間
が
五
年
以
上
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に

基
づ
く
命
令
の
規
定
並
び
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
並
び
に
重
大
違
反
唆
し
等
及
び
道
路
外
致
死
傷
に
係
る
法
律
の
規
定
の
遵



守
の
状
況
が
優
良
な
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

３
～
５

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
者
（
そ
の
免
許
が
そ
の
結
果
第
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
す
る
前
に
次
の
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）

に
対
す
る
こ
の
表
の
備
考
一
の
２
及
び
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
及
び
当
該
次
の
免

許
を
受
け
て
い
た
期
間
は
、
継
続
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

五
・
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
運
転
免
許
試
験
の
方
法
）

第
九
十
七
条

運
転
免
許
試
験
は
、
免
許
の
種
類
ご
と
に
次
の
各
号
（
小
型
特
殊
免
許
及
び
原
付
免
許
の
運
転
免
許
試
験
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
三

号
、
牽
引
免
許
の
運
転
免
許
試
験
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

け
ん

一

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性

二

（
略
）

三

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
知
識

２
～
４

（
略
）

（
運
転
免
許
試
験
の
免
除
）

第
九
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
運
転
免
許
試
験
を
免
除
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
つ
た
者
（
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
免
許
が
第
百
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
そ
の
期
間
内



に
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、

当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
「
特
定
失
効
者

」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
検
査
及
び
講
習
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
受
け
た
も
の

そ
の
者
が
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
運
転
免
許
試
験
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
も
の
を
除
く
。
）

イ

第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
者

公
安
委
員
会
が
内
閣
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
介
護
保
険
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他
の
認
知
機
能
（
以
下
単
に
「
認
知
機
能
」
と
い
う
。

）
に
関
す
る
検
査
（
以
下
「
認
知
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十

二
号
に
掲
げ
る
講
習

ロ

第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
歳
以
上
の
者
（
イ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

第
百

八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
講
習
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習

四
・
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
再
試
験
）

第
百
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
準
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
二
輪
免
許
、
普
通
二
輪
免
許
又
は
原
付
免
許
を
受
け
た
者
で
、
当
該
免
許
を
受
け
た

日
か
ら
当
該
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
（
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
が
通
算
し
て
一
年
に
達
す
る
こ
と
と
な
る
日
ま
で

の
間
（
以
下
「
初
心
運
転
者
期
間
」
と
い
う
。
）
に
当
該
免
許
に
係
る
免
許
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

の
規
定
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
当
該
行
為
が
当
該
免
許
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
も
の
（
以
下
「
基
準
該
当
初
心
運
転
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
が
当
該
免
許
に
係
る
免
許
自
動
車
等
を
安
全
に
運
転
す
る
た
め
に
必

要
な
能
力
を
現
に
有
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
試
験
（
以
下
「
再
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



一

当
該
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
当
該
免
許
に
係
る
上
位
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者

二

当
該
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
当
該
免
許
と
同
一
の
種
類
の
免
許
（
当
該
免
許
と
同
等
の
免
許
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
み
、
第

百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
免
許
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
免
許
を
除

く
。
）
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
（
そ
の
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
が
通
算

し
て
一
年
以
上
で
あ
る
者

三

当
該
免
許
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
免
許
に
係
る
上
位
免
許
を
受
け
た
者

四

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
者
（
当
該
講
習
を
終
了
し
た
後
初
心
運
転
者
期
間
が
経
過
す
る
こ
と
と
な
る
ま
で
の

間
に
当
該
免
許
に
係
る
免
許
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処

分
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
当
該
行
為
が
当
該
講
習
に
係
る
免
許
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
を
除
く
。
）

五

当
該
免
許
が
準
中
型
免
許
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
普
通
免
許
を
現
に
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
準
中
型
免
許
を
受
け
た
日
前
に
当
該
普
通
免

許
を
受
け
て
い
た
期
間
（
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
が
通
算
し
て
二
年
以
上
で
あ
る
者

２
～
５

（
略
）

（
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
）

第
百
三
条

免
許
（
仮
免
許
を
除
く
。
以
下
第
百
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
、
そ
の
者
が
当
該
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る

基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

、
第
五
号
に
該
当
す
る
者
が
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
処
分
は
、
そ
の
者
が
同
条
に
規
定
す
る
講
習
を
受
け
な
い
で
同

条
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
病
気
に
か
か
つ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

イ

幻
覚
の
症
状
を
伴
う
精
神
病
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

ロ

発
作
に
よ
り
意
識
障
害
又
は
運
動
障
害
を
も
た
ら
す
病
気
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
動
車
等
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
病
気
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の



一
の
二

認
知
症
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

目
が
見
え
な
い
こ
と
そ
の
他
自
動
車
等
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
身
体
の
障
害
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
生
じ
て
い

る
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

三

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

四

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
（
次

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

六

重
大
違
反
唆
し
等
を
し
た
と
き
。

七

道
路
外
致
死
傷
を
し
た
と
き
（
次
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
免
許
を
受
け
た
者
が
自
動
車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
著
し
く
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
。

２

免
許
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
当
該
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

時
に
お
け
る
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

自
動
車
等
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
、
又
は
建
造
物
を
損
壊
さ
せ
る
行
為
で
故
意
に
よ
る
も
の
を
し
た
と
き
。

二

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
罪
に
当
た
る
行

為
を
し
た
と
き
。

三

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
又
は
第
三
号
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
（
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

）
。

四

自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
第
百
十
七
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
。

五

道
路
外
致
死
傷
で
故
意
に
よ
る
も
の
又
は
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の

罪
に
当
た
る
も
の
を
し
た
と
き
。

３

（
略
）

４

前
項
の
処
分
移
送
通
知
書
が
当
該
公
安
委
員
会
に
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
（
同
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
が
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
同
条
に
規
定
す
る
講
習
を
受
け
な
い
で
同
条
の



期
間
を
経
過
し
た
後
に
限
る
。
）
に
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
期
間
を
定
め
て
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
が
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の

免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

事
案
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

５
～

（
略
）

10
（
臨
時
適
性
検
査
に
係
る
取
消
し
等
）

第
百
四
条
の
二
の
三

公
安
委
員
会
は
、
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
性
検
査
を
行
い
、
又
は
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
性
検
査
を
受
け
る
べ
き
者
（
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
又
は
当
該
命
令
を
受
け
診
断
書
を

提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
（
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
、
自
動
車
等
の
運
転
に
よ
り
交
通
事
故
を
起
こ
し
、
か
つ
、
当
該
交
通
事
故
の

状
況
か
ら
判
断
し
て
、
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
そ
の
者
の
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
処
分
を
解
除
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

３

第
百
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
通
知
に
係
る

認
知
機
能
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
第
六
項
の
規

定
に
違
反
し
て
当
該
通
知
に
係
る
講
習
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
、
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
（
免
許

を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
当
該
命
令
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
（
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
停
止
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
命
令
に
応
じ
な
い
と
認
め
る
と
き
）
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
免
許
を
受
け

た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
（
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
免
許

の
効
力
の
停
止
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
）
は
、
第
百
一
条
の

七
第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る
期
間
が
通
算
し
て
一
月
と
な
る
日
、
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
期
限
の
満
了
の
日
又

は
同
条
第
七
項
の
通
知
さ
れ
た
期
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
免
許
を
取

り
消
し
、
又
は
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
認
知
機
能
検
査
を
受
け
な
い



こ
と
、
当
該
講
習
を
受
け
な
い
こ
と
、
当
該
命
令
に
応
じ
な
い
こ
と
又
は
当
該
適
性
検
査
を
受
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

５

第
百
三
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
し
、
又
は
免
許
の
効
力
を
九
十
日
（
公
安
委
員
会
が

九
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
と
異
な
る
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
停
止
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
四
条
第
一
項
の
意
見
の
聴
取
又
は
聴
聞
」
と
あ
る
の
は
「
聴
聞
」
と
、
同

条
第
四
項
中
「
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
同
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
が
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
者
が
同
条
に
規
定
す
る
講
習
を
受
け
な
い
で
同
条
の
期
間
を
経
過
し
た
後
に
限
る
。
）
に
は
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
一
条
の
七
第
三
項
の
規

定
に
違
反
し
て
当
該
通
知
に
係
る
認
知
機
能
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
通
知
に
係
る
講
習
を
受
け
な

い
と
認
め
る
と
き
、
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当

該
通
知
に
係
る
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
三
項
」
と
、
「
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
が

第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
」
と
あ
る
の
は
「
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
」
と
、
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

四
条
の
二
の
三
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
～
８

（
略
）

（
申
請
に
よ
る
取
消
し
）

第
百
四
条
の
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公

安
委
員
会
に
対
し
、
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
前
五
年
間
の
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
経
歴
に
つ
い
て
、
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
上
欄
に

規
定
す
る
優
良
運
転
者
、
一
般
運
転
者
又
は
違
反
運
転
者
等
の
区
分
に
準
じ
た
区
分
に
よ
り
表
示
す
る
書
面
（
次
項
及
び
第
百
六
条
に
お
い
て
「
運
転

経
歴
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
転
経
歴
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
運
転
経
歴
証
明
書
は
、
免
許
証
と
紛
ら
わ
し
い
外
観
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。



７

（
略
）

（
免
許
の
失
効
）

第
百
五
条

免
許
は
、
免
許
を
受
け
た
者
が
免
許
証
の
更
新
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

前
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
免
許
証
の
更
新
を
受
け
な
か
つ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
免
許
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
い
て
第
九
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
免

許
の
取
消
し
の
基
準
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
」
と
、
「
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
免
許
証
に
係
る
免
許
が

失
効
し
た
日
」
と
、
「
次
項
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
条
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
項
」
と
、
「
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
免
許
の
取
消
し
」
と
あ
る
の
は
「
運
転
経
歴
証
明
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
運
転
免
許
証
又
は
外
国
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
者
の
自
動
車
等
の
運
転
）

第
百
七
条
の
二

道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
運
転
免
許
証
（
第
百
七
条
の
七
第
一
項
の
国
外
運
転

免
許
証
を
除
く
。
）
で
条
約
附
属
書
九
若
し
く
は
条
約
附
属
書
十
に
定
め
る
様
式
に
合
致
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
際
運
転
免
許
証
」

と
い
う
。
）
又
は
自
動
車
等
の
運
転
に
関
す
る
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
若
し
く
は
地
域
（
国
際
運
転
免
許
証
を
発
給
し
て
い
な
い
国
又
は
地
域
で
あ
つ

て
、
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
上
で
我
が
国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
運
転
免
許
の
制
度
を

有
し
て
い
る
国
又
は
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
行
政
庁
若
し
く
は
権
限
の
あ
る
機
関
の
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
（
日
本
語
に

よ
る
翻
訳
文
で
政
令
で
定
め
る
者
が
作
成
し
た
も
の
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）

を
所
持
す
る
者
（
第
八
十
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
本
邦
に
上
陸
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
が
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
国
の
確
認
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
再
入
国
の
許
可
（
同
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特

例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
入
国
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
一
条

の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
難
民
旅
行
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
出
国
し
、
当
該
出
国
の
日
か
ら
三
月
に
満
た
な
い
期
間
内
に
再
び
本
邦
に
上

陸
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
上
陸
を
除
く
。
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
、
当
該
国
際
運
転

免
許
証
又
は
外
国
運
転
免
許
証
（
以
下
「
国
際
運
転
免
許
証
等
」
と
い
う
。
）
で
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
等
を
運
転
す



る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
旅
客
を
運
送
す
る
目
的
で
、
旅
客
自
動
車
を
運
転
し
若
し
く
は
牽
引
自
動
車
に
よ
つ
て

け
ん

旅
客
用
車
両
を
牽
引
し
て
当
該
牽
引
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
、
又
は
代
行
運
転
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

け
ん

け
ん

（
免
許
等
に
関
す
る
手
数
料
）

第
百
十
二
条

都
道
府
県
は
、
第
六
章
（
第
百
四
条
の
四
第
六
項
（
第
百
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
及
び
第
六
章

の
二
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
て
、
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
に
人

件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
標
準
と
す
る
額
を
加
え
た
額
を
徴
収
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
条
例
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

運
転
免
許
試
験
手
数
料

一
の
二
・
二

（
略
）

三

第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
許
証
交
付
手
数
料

四

第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

免
許
証
再
交
付
手
数
料

五
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
歩
行
補
助
車
等
）

第
一
条

道
路
交
通
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
歩
行
補
助
車
等
は
、
歩
行
補
助
車
及
び
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
カ
ー
ト
（
こ
れ

ら
の
車
で
原
動
機
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
免
許
証
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
や
む
を
得
な
い
理
由
）

第
三
十
三
条
の
六
の
二

法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
１
及
び
２
並
び
に
同
表
の
備
考
四
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、



次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

海
外
旅
行
を
し
て
い
た
こ
と
。

二

災
害
を
受
け
た
こ
と
。

三

病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
こ
と
。

四

法
令
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

五

社
会
の
慣
習
上
又
は
業
務
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
用
務
が
生
じ
た
こ
と
。

（
優
良
運
転
者
及
び
違
反
運
転
者
等
に
係
る
基
準
）

第
三
十
三
条
の
七

法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
２
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
五
年
間
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
運
転
免

許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
性

試
験
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
日
の
前
日
が
第
四
号
に
定
め
る
日
以
後
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
号
又
は
第
四
号
に
定
め

る
日
前
五
年
間
及
び
同
日
か
ら
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
免
許
証
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
違
反
行
為
又
は
別
表
第
四
若
し
く
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

三

前
条
各
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
免
許
証
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
（
そ
の
免
許
が
そ
の
結
果
法
第
百
五
条
の

規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を

経
過
し
な
い
者
に
限
る
。
）
で
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の

更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
免

許
証
を
更
新
前
の
免
許
証
と
し
た
場
合
に
お
け
る
特
定
誕
生
日
の
四
十
日
前
の
日

四
・
五

（
略
）

２

（
略
）



（
試
験
の
免
除
）

第
三
十
四
条
の
三

（
略
）

２

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

３

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
第
三
十
三
条
の
六
の
二
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

４

（
略
）

（
我
が
国
と
同
等
の
水
準
の
運
転
免
許
制
度
を
有
す
る
国
又
は
地
域
）

第
三
十
九
条
の
四

法
第
百
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
国
又
は
地
域
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国

三
～
八

（
略
）

四（
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
及
び
額
）

第
四
十
三
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
定

め
る
区
分
と
し
、
同
項
の
物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
定

め
る
額
と
し
、
同
項
の
人
件
費
に
対
応
す
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

手
数
料
の
種
別

区

分

物
件
費
及
び
施
設
費
に
対
応

人

件

費

に

対

応

す

る

額

す
る
額

運
転
免
許
試
験

大
型
自
動
車
免

（
略
）

（
略
）

（
略
）

許
、
中
型
自
動

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第

五
百
円

千
四
百
円

手
数
料

車
免
許
又
は
準

五
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

中
型
自
動
車
免

け
る
場
合



許
に
係
る
試
験

（
略
）

（
略
）

（
略
）

普
通
自
動
車
免

（
略
）

（
略
）

（
略
）

許
に
係
る
試
験

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第

五
百
円

千
四
百
円

五
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
第
一
種
運

（
略
）

（
略
）

（
略
）

転
免
許
（
大
型

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第

五
百
円

千
四
百
円

特
殊
自
動
車
免

五
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

許
、
大
型
自
動

け
る
場
合

二
輪
車
免
許
、

普
通
自
動
二
輪

車
免
許
又
は
牽け

ん

引

免

許

を

い

う

。

以

下

同

じ
。
）
又
は
大

型
特
殊
自
動
車

第
二
種
免
許
若

し
く
は
牽
引
第

け
ん

二
種
免
許
に
係

る
試
験

（
略
）

（
略
）

（
略
）

小
型
特
殊
自
動

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用

五
百
円

千
四
百
円

車
免
許
又
は
原

を
受
け
る
場
合



動
機
付
自
転
車

（
略
）

（
略
）

（
略
）

免
許
に
係
る
試

験大
型
自
動
車
第

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
種
免
許
、
中

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第

五
百
円

千
四
百
円

型
自
動
車
第
二

五
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

種
免
許
又
は
普

け
る
場
合

通
自
動
車
第
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

種
免
許
に
係
る

試
験

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

免
許
証
交
付
手

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証

千
五
十
円

九
百
円
（
法
第
九
十
二
条
第
一

数
料

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
一
の

種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
に

他
の
種
類
の
免
許
に
係
る
事
項

を
記
載
し
て
そ
の
種
類
の
免
許

に
係
る
免
許
証
の
交
付
に
代
え

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
九
百
円

に
、
当
該
他
の
種
類
の
免
許
に

係
る
事
項
を
記
載
す
る
ご
と
に

二
百
円
を
加
え
た
額
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

免
許
証
再
交
付

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証

千
百
五
十
円

二
千
三
百
五
十
円



手
数
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の
八
関
係
）

一

一
般
違
反
行
為
に
付
す
る
基
礎
点
数

違
反
行
為
の
種
別

点
数

（
略
）

（
略
）

速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
十
割
以
上
）
、
無
車
検
運
行
又
は
無
保
険
運

六
点

行速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）
未
満
）
、
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型

三
点

等
五
割
以
上
十
割
未
満
）
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
十
割
以
上
）
又
は
保
管
場
所
法
違
反
（
道
路
使
用
）

警
察
官
現
場
指
示
違
反
、
警
察
官
通
行
禁
止
制
限
違
反
、
信
号
無
視
、
通
行
禁
止
違
反
、
歩
行
者
用
道
路
徐
行
違
反
、
通
行
区
分
違
反

二
点

、
歩
行
者
側
方
安
全
間
隔
不
保
持
等
、
速
度
超
過
（
二
十
以
上
二
十
五
未
満
）
、
急
ブ
レ
ー
キ
禁
止
違
反
、
法
定
横
断
等
禁
止
違
反
、

高
速
自
動
車
国
道
等
車
間
距
離
不
保
持
、
追
越
し
違
反
、
路
面
電
車
後
方
不
停
止
、
踏
切
不
停
止
等
、
し
や
断
踏
切
立
入
り
、
優
先
道

路
通
行
車
妨
害
等
、
交
差
点
安
全
進
行
義
務
違
反
、
環
状
交
差
点
通
行
車
妨
害
等
、
環
状
交
差
点
安
全
進
行
義
務
違
反
、
横
断
歩
行
者

等
妨
害
等
、
徐
行
場
所
違
反
、
指
定
場
所
一
時
不
停
止
等
、
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
、
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場

所
等
）
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
大
型
等
五
割
未
満
）
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
以
上
十
割
未
満
）
、
整
備
不
良
（

制
動
装
置
等
）
、
安
全
運
転
義
務
違
反
、
幼
児
等
通
行
妨
害
、
安
全
地
帯
徐
行
違
反
、
騒
音
運
転
等
、
携
帯
電
話
使
用
等
（
交
通
の
危

険
）
、
消
音
器
不
備
、
大
型
自
動
二
輪
車
等
乗
車
方
法
違
反
、
高
速
自
動
車
国
道
等
措
置
命
令
違
反
、
本
線
車
道
横
断
等
禁
止
違
反
、

高
速
自
動
車
国
道
等
運
転
者
遵
守
事
項
違
反
、
免
許
条
件
違
反
、
番
号
標
表
示
義
務
違
反
又
は
保
管
場
所
法
違
反
（
長
時
間
駐
車
）

混
雑
緩
和
措
置
命
令
違
反
、
通
行
許
可
条
件
違
反
、
通
行
帯
違
反
、
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
違
反
、
軌
道
敷
内
違
反
、
速
度
超
過
（

一
点

二
十
未
満
）
、
道
路
外
出
右
左
折
方
法
違
反
、
道
路
外
出
右
左
折
合
図
車
妨
害
、
指
定
横
断
等
禁
止
違
反
、
車
間
距
離
不
保
持
、
進
路

変
更
禁
止
違
反
、
追
い
付
か
れ
た
車
両
の
義
務
違
反
、
乗
合
自
動
車
発
進
妨
害
、
割
込
み
等
、
交
差
点
右
左
折
方
法
違
反
、
交
差
点
右



左
折
等
合
図
車
妨
害
、
指
定
通
行
区
分
違
反
、
環
状
交
差
点
左
折
等
方
法
違
反
、
交
差
点
優
先
車
妨
害
、
緊
急
車
妨
害
等
、
駐
停
車
違

反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
、
交
差
点
等
進
入
禁
止
違
反
、
無
灯
火
、
減
光
等
義
務
違
反
、
合
図
不
履
行
、
合
図
制
限
違
反
、
警
音
器
吹

鳴
義
務
違
反
、
乗
車
積
載
方
法
違
反
、
定
員
外
乗
車
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
未
満
）
、
積
載
物
大
き
さ
制
限
超
過
、

積
載
方
法
制
限
超
過
、
制
限
外
許
可
条
件
違
反
、
牽
引
違
反
、
原
付
牽
引
違
反
、
整
備
不
良
（
尾
灯
等
）
、
転
落
等
防
止
措
置
義
務
違

け
ん

け
ん

反
、
転
落
積
載
物
等
危
険
防
止
措
置
義
務
違
反
、
安
全
不
確
認
ド
ア
開
放
等
、
停
止
措
置
義
務
違
反
、
初
心
運
転
者
等
保
護
義
務
違
反

、
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）
、
座
席
ベ
ル
ト
装
着
義
務
違
反
、
幼
児
用
補
助
装
置
使
用
義
務
違
反
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
義
務

違
反
、
初
心
運
転
者
標
識
表
示
義
務
違
反
、
聴
覚
障
害
者
標
識
表
示
義
務
違
反
、
最
低
速
度
違
反
、
本
線
車
道
通
行
車
妨
害
、
本
線
車

道
緊
急
車
妨
害
、
本
線
車
道
出
入
方
法
違
反
、
牽
引
自
動
車
本
線
車
道
通
行
帯
違
反
、
故
障
車
両
表
示
義
務
違
反
又
は
仮
免
許
練
習
標

け
ん

識
表
示
義
務
違
反

二
・
三

（
略
）

備
考一

（
略
）

二

一
の
表
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
～
５

（
略
）

６

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
三
十
（
高
速
四
十
）
以
上
五
十
未
満
）
等
」
と
は
、
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る

場
合
に
お
け
る

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

13

16

７

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
（
高
速
四
十
）
未
満
）
等
」
と
は
、
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い

る
場
合
に
お
け
る

、

又
は

に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

17

19

20

８

「
酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
）
速
度
超
過
（
二
十
五
未
満
）
等
」
と
は
、
５
に
規
定
す
る
状
態
で
運
転
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

か
ら

22

ま
で
、

か
ら

ま
で
又
は

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
い
う
。

44

46

60

62

115

９
～

（
略
）

35「
し
や
断
踏
切
立
入
り
」
と
は
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

36
～

（
略
）

37

43「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

44

18



・

（
略
）

45

46「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
以
上
十
割
未
満
）
」
と
は
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十

47
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

19

～

（
略
）

48

52「
携
帯
電
話
使
用
等
（
交
通
の
危
険
）
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（
同
号
の
規
定
に
違
反
し
、
よ
つ

53
て
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。

～

（
略
）

54

70「
車
間
距
離
不
保
持
」
と
は
、
法
第
二
十
六
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

71

32

～

（
略
）

72

81「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条

82
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
五
後
段
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
三

第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

45

～

（
略
）

83

90「
積
載
物
重
量
制
限
超
過
（
普
通
等
五
割
未
満
）
」
と
は
、
積
載
物
重
量
制
限
超
過
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
積
載
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン

91
ト
未
満
の
も
の
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

46

～

（
略
）

92

96「
整
備
不
良
（
尾
灯
等
）
」
と
は
、
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

97

48

～

（
略
）

98

102「
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）
」
と
は
、
法
第
七
十
一
条
第
五
号
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
同
号
の
無
線
通
話
装
置
を
同
号
の
通
話
の
た
め

103
に
使
用
し
、
又
は
自
動
車
若
し
く
は
原
動
機
付
自
転
車
に
持
ち
込
ま
れ
た
同
号
の
画
像
表
示
用
装
置
を
手
で
保
持
し
て
こ
れ
に
表
示
さ
れ
た
画

像
を
注
視
す
る
行
為
（

に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

53

～

（
略
）

104

128

別
表
第
六
（
第
四
十
五
条
関
係
）



反
則
金
の
額

反
則
行
為
の
種
別

反
則
行
為
の
種
類

車
両
等
の
種
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

速
度
超
過
（
二
十
五
以
上
三
十
未
満
）

大
型
車

二
万
五
千
円

普
通
車

一
万
八
千
円

二
輪
車

一
万
五
千
円

原
付
車

一
万
二
千
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

速
度
超
過
（
十
五
以
上
二
十
未
満
）
又
は
し
や
断
踏
切
立
入
り

大
型
車

一
万
五
千
円

普
通
車

一
万
二
千
円

二
輪
車

九
千
円

原
付
車

七
千
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
六

速
度
超
過
（
十
五
未
満
）
、
信
号
無
視
（
赤
色
等
）
、
通
行
区
分
違
反
、
高

大
型
車

一
万
二
千
円

速
自
動
車
国
道
等
車
間
距
離
不
保
持
、
追
越
し
違
反
、
踏
切
不
停
止
等
、
交
差
点

普
通
車

九
千
円

安
全
進
行
義
務
違
反
、
環
状
交
差
点
安
全
進
行
義
務
違
反
、
横
断
歩
行
者
等
妨
害

二
輪
車

七
千
円

等
、
整
備
不
良
（
制
動
装
置
等
）
、
安
全
運
転
義
務
違
反
、
携
帯
電
話
使
用
等
（

原
付
車

六
千
円

交
通
の
危
険
）
、
本
線
車
道
横
断
等
禁
止
違
反
又
は
高
速
自
動
車
国
道
等
運
転
者

遵
守
事
項
違
反

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
八

通
行
帯
違
反
、
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
違
反
、
道
路
外
出
右
左
折
合
図
車

大
型
車

七
千
円

妨
害
、
指
定
横
断
等
禁
止
違
反
、
車
間
距
離
不
保
持
、
進
路
変
更
禁
止
違
反
、
追

普
通
車
又
は
二
輪
車

六
千
円

い
付
か
れ
た
車
両
の
義
務
違
反
、
乗
合
自
動
車
発
進
妨
害
、
割
込
み
等
、
交
差
点

原
付
車

五
千
円

右
左
折
等
合
図
車
妨
害
、
指
定
通
行
区
分
違
反
、
交
差
点
優
先
車
妨
害
、
緊
急
車



妨
害
等
、
交
差
点
等
進
入
禁
止
違
反
、
無
灯
火
、
減
光
等
義
務
違
反
、
合
図
不
履

行
、
合
図
制
限
違
反
、
警
音
器
吹
鳴
義
務
違
反
、
乗
車
積
載
方
法
違
反
、
定
員
外

乗
車
、
牽
引
違
反
、
泥
は
ね
運
転
、
転
落
等
防
止
措
置
義
務
違
反
、
転
落
積
載
物

け
ん

等
危
険
防
止
措
置
義
務
違
反
、
安
全
不
確
認
ド
ア
開
放
等
、
停
止
措
置
義
務
違
反

、
騒
音
運
転
等
、
初
心
運
転
者
等
保
護
義
務
違
反
、
携
帯
電
話
使
用
等
（
保
持
）

、
公
安
委
員
会
遵
守
事
項
違
反
、
消
音
器
不
備
、
最
低
速
度
違
反
、
本
線
車
道
通

行
車
妨
害
、
本
線
車
道
緊
急
車
妨
害
、
牽
引
自
動
車
本
線
車
道
通
行
帯
違
反
、
故

け
ん

障
車
両
表
示
義
務
違
反
又
は
仮
免
許
練
習
標
識
表
示
義
務
違
反

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考一

（
略
）

二

こ
の
表
の
反
則
行
為
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
の
備
考
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
～
６

（
略
）

７

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行

18

為
の
う
ち
、
５
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

８

（
略
）

９

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行
為

45

の
う
ち
、
８
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

・

（
略
）

10

11「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行
為

12

44

の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

10



（
略
）

13

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行
為
の

14

82

う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

13

～

（
略
）

15

22

三

（
略
）


